
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
四
号

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
七
条
の
十
六
第
一
号
並
び
に
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年

厚
生
省
令
第
二
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
十
七
第
一
号
並
び
に
第
二
十
五
条
の
十
六
第
一
号
及
び
第

二
号
（
第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
六
条
の
四
第
三
項
、
第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
八
条
の
四
第
三

項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三
十
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き

、
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
第
一
号
等
の
登
録
を
し
た
旨
を
公
示
す
る
件

（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
八
号
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

舛
添

要
一

第
一

法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
登
録
講
習
機
関

登
録
番
号

氏
名
又
は
名
称

住
所

登
録
年
月
日

講-

１

財
団
法
人
ビ
ル
管
理
教
育

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
六
番
一
号

平
成
十
六
年
十
月
一
日

セ
ン
タ
ー

第
二

規
則
第
三
条
の
二
第
一
号
の
表
第
一
号
の
登
録
較
正
機
関

登
録
番
号

氏
名
又
は
名
称

住
所

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

登
録
年
月
日



較-

１

財
団
法
人
ビ
ル
管

東
京
都
千
代
田
区

財
団
法
人
ビ
ル
管

東
京
都
港
区
三
田
一

平
成
十
六
年

理
教
育
セ
ン
タ
ー

大
手
町
一
丁
目
六

理
教
育
セ
ン
タ
ー

丁
目
四
番
地
二
十
八

十
月
一
日

番
一
号

三
田
分
室

号

第
三

規
則
第
二
十
五
条
第
二
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
三
号
ロ
の
清
掃
作
業
監
督
者
講
習
等
登
録
機
関

登
録
番
号

登
録
を
受
け
た

氏
名
又
は
名
称

住
所

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

登
録
年
月
日

講
習
等
の
種
類

清
講-

１

（
清
掃
作
業
監

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田
区

平
成
十
六
年

督
者
講
習
）

管
理
教
育
セ
ン

区
大
手
町
一
丁

管
理
教
育
セ
ン

大
手
町
一
丁
目
六

十
月
一
日

規
則
第
二
十
五

タ
ー

目
六
番
一
号

タ
ー

番
一
号

条
第
二
号
イ
に

規
定
す
る
講
習

清
再-

１

（
清
掃
作
業
監

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田
区

平
成
十
六
年

督
者
再
講
習
）

管
理
教
育
セ
ン

区
大
手
町
一
丁

管
理
教
育
セ
ン

大
手
町
一
丁
目
六

十
月
一
日

規
則
第
二
十
五

タ
ー

目
六
番
一
号

タ
ー

番
一
号

条
第
二
号
ロ
に

規
定
す
る
再
講



習

清
研-
１

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
全
国

東
京
都
荒
川
区

社
団
法
人
全
国

東
京
都
荒
川
区
西

平
成
十
六
年

事
者
研
修
）

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

西
日
暮
里
五
丁

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

日
暮
里
五
丁
目
十

十
月
一
日

規
則
第
二
十
五

ン
ス
協
会

目
十
二
番
五
号

ン
ス
協
会

二
番
五
号

条
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

清
研-

２

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
東
京

東
京
都
荒
川
区

社
団
法
人
東
京

東
京
都
荒
川
区
西

平
成
十
六
年

事
者
研
修
）

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

西
日
暮
里
五
丁

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

日
暮
里
五
丁
目
十

十
月
一
日

規
則
第
二
十
五

ン
ス
協
会

目
十
二
番
五
号

ン
ス
協
会

二
番
五
号

条
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

清
研-

３

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
千
葉

千
葉
県
千
葉
市

社
団
法
人
千
葉

千
葉
県
千
葉
市
中

平
成
十
六
年

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

中
央
区
登
戸
一

県
ビ
ル
メ
ン
テ

央
区
登
戸
一
丁
目

十
月
一
日

規
則
第
二
十
五

ナ
ン
ス
協
会

丁
目
二
十
四
番

ナ
ン
ス
協
会

二
十
四
番
一

条
第
三
号
ロ
に

一

規
定
す
る
研
修



清
研-

４

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
神
奈

神
奈
川
県
横
浜

社
団
法
人
神
奈

神
奈
川
県
横
浜
市

平
成
十
六
年

事
者
研
修
）

川
県
ビ
ル
メ
ン

市
中
区
尾
上
町

川
県
ビ
ル
メ
ン

中
区
尾
上
町
五
丁

十
月
一
日

規
則
第
二
十
五

テ
ナ
ン
ス
協
会

五
丁
目
八
十
番

テ
ナ
ン
ス
協
会

目
八
十
番
地

条
第
三
号
ロ
に

地

規
定
す
る
研
修

清
研-

５

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
大
阪

大
阪
府
大
阪
市

社
団
法
人
大
阪

大
阪
府
大
阪
市
北

平
成
十
六
年

事
者
研
修
）

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

北
区
中
津
一
丁

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

区
中
津
一
丁
目
二

十
月
一
日

規
則
第
二
十
五

ン
ス
協
会

目
二
番
十
九
号

ン
ス
協
会

番
十
九
号

条
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

清
研-

６

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
長
崎

長
崎
県
長
崎
市

社
団
法
人
長
崎

長
崎
県
長
崎
市
桜

平
成
十
六
年

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

桜
馬
場
一
丁
目

県
ビ
ル
メ
ン
テ

馬
場
一
丁
目
二
番

十
月
一
日

規
則
第
二
十
五

ナ
ン
ス
協
会

二
番
二
十
二
号

ナ
ン
ス
協
会

二
十
二
号

条
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

清
研-

７

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
熊
本

熊
本
県
熊
本
市

社
団
法
人
熊
本

熊
本
県
熊
本
市
津

平
成
十
六
年



事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

津
浦
町
三
十
一

県
ビ
ル
メ
ン
テ

浦
町
三
十
一
番
一

十
月
一
日

規
則
第
二
十
五

ナ
ン
ス
協
会

番
一
号

ナ
ン
ス
協
会

号

条
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

清
研-

８

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
関
西

大
阪
府
大
阪
市

社
団
法
人
関
西

大
阪
府
大
阪
市
北

平
成
十
六
年

事
者
研
修
）

環
境
開
発
セ
ン

北
区
中
津
一
丁

環
境
開
発
セ
ン

区
中
津
一
丁
目
二

十
月
一
日

規
則
第
二
十
五

タ
ー

目
二
番
十
九
号

タ
ー

番
十
九
号

条
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

清
研-

９

（
清
掃
作
業
従

財
団
法
人
北
海

北
海
道
札
幌
市

財
団
法
人
北
海

北
海
道
札
幌
市
中

平
成
十
六
年

事
者
研
修
）

道
建
築
物
衛
生

中
央
区
北
三
条

道
建
築
物
衛
生

央
区
北
三
条
西
十

十
月
一
日

規
則
第
二
十
五

管
理
研
修
セ
ン

西
十
七
丁
目
二

管
理
研
修
セ
ン

七
丁
目
二
番
三
号

条
第
三
号
ロ
に

タ
ー

番
三
号

タ
ー

規
定
す
る
研
修

清
研-

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
秋
田

秋
田
県
秋
田
市

社
団
法
人
秋
田

秋
田
県
秋
田
市
山

平
成
十
六
年

10

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

山
王
三
丁
目
一

県
ビ
ル
メ
ン
テ

王
三
丁
目
一
番
七

十
一
月
一
日



規
則
第
二
十
五

ナ
ン
ス
協
会

番
七
号

ナ
ン
ス
協
会

号

条
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

清
研-
（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
福
島

福
島
県
福
島
市

社
団
法
人
福
島

福
島
県
福
島
市
中

平
成
十
六
年

11

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

中
町
九
番
九
号

県
ビ
ル
メ
ン
テ

町
九
番
九
号

十
一
月
一
日

規
則
第
二
十
五

ナ
ン
ス
協
会

ナ
ン
ス
協
会

条
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

清
研-

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
福
岡

福
岡
県
福
岡
市

社
団
法
人
福
岡

福
岡
県
福
岡
市
博

平
成
十
六
年

12

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

博
多
区
博
多
駅

県
ビ
ル
メ
ン
テ

多
区
博
多
駅
前
一

十
一
月
一
日

規
則
第
二
十
五

ナ
ン
ス
協
会

前
一
丁
目
十
五

ナ
ン
ス
協
会

丁
目
十
五
番
十
二

条
第
三
号
ロ
に

番
十
二
号

号

規
定
す
る
研
修

清
研-

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
佐
賀

佐
賀
県
佐
賀
市

社
団
法
人
佐
賀

佐
賀
県
佐
賀
市
大

平
成
十
六
年

13

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

大
財
三
丁
目
五

県
ビ
ル
メ
ン
テ

財
三
丁
目
五
番
十

十
一
月
一
日

規
則
第
二
十
五

ナ
ン
ス
協
会

番
十
六
号

ナ
ン
ス
協
会

六
号



条
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

清
研-
（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
大
分

大
分
県
大
分
市

社
団
法
人
大
分

大
分
県
大
分
市
府

平
成
十
六
年

14

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

府
内
町
二
丁
目

県
ビ
ル
メ
ン
テ

内
町
二
丁
目
二
番

十
一
月
一
日

規
則
第
二
十
五

ナ
ン
ス
協
会

二
番
一
号

ナ
ン
ス
協
会

一
号

条
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

清
研-

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
鹿
児

鹿
児
島
県
鹿
児

社
団
法
人
鹿
児

鹿
児
島
県
鹿
児
島

平
成
十
六
年

15

事
者
研
修
）

島
県
ビ
ル
メ
ン

島
市
堀
江
町
十

島
県
ビ
ル
メ
ン

市
堀
江
町
十
九
番

十
一
月
一
日

規
則
第
二
十
五

テ
ナ
ン
ス
協
会

九
番
六
号

テ
ナ
ン
ス
協
会

六
号

条
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

清
研-

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
沖
縄

沖
縄
県
那
覇
市

社
団
法
人
沖
縄

沖
縄
県
那
覇
市
曙

平
成
十
六
年

16

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

曙
二
丁
目
二
十

県
ビ
ル
メ
ン
テ

二
丁
目
二
十
七
番

十
一
月
一
日

規
則
第
二
十
五

ナ
ン
ス
協
会

七
番
十
四
号

ナ
ン
ス
協
会

十
四
号

条
第
三
号
ロ
に



規
定
す
る
研
修

清
研-

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
徳
島

徳
島
県
徳
島
市

社
団
法
人
徳
島

徳
島
県
徳
島
市
昭

平
成
十
七
年

17

事
者
研
修
）

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

昭
和
町
二
丁
目

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

和
町
二
丁
目
五
十

二
月
一
日

規
則
第
二
十
五

ン
ス
協
会

五
十
六
番
地

ン
ス
協
会

六
番
地

条
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

清
研-

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
宮
崎

宮
崎
県
宮
崎
市

社
団
法
人
宮
崎

宮
崎
県
宮
崎
市
大

平
成
十
七
年

18

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

大
淀
三
丁
目
五

県
ビ
ル
メ
ン
テ

淀
三
丁
目
五
番
十

二
月
一
日

規
則
第
二
十
五

ナ
ン
ス
協
会

番
十
八
号

ナ
ン
ス
協
会

八
号

条
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

清
研-

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
滋
賀

滋
賀
県
大
津
市

社
団
法
人
滋
賀

滋
賀
県
大
津
市
松

平
成
十
七
年

19

事
者
研
修
）

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

松
原
町
十
一
番

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

原
町
十
一
番
二
十

八
月
十
一
日

規
則
第
二
十
五

ン
ス
協
会

二
十
八
号

ン
ス
協
会

八
号

条
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修



清
研-

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
兵
庫

兵
庫
県
神
戸
市

社
団
法
人
兵
庫

兵
庫
県
神
戸
市
中

平
成
十
七
年

20

事
者
研
修
）

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

中
央
区
三
宮
町

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

央
区
三
宮
町
一
丁

八
月
二
十
四

規
則
第
二
十
五

ン
ス
協
会

一
丁
目
九
番
一

ン
ス
協
会

目
九
番
一
号

日

条
第
三
号
ロ
に

号

規
定
す
る
研
修

清
研-

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
島
根

島
根
県
松
江
市

社
団
法
人
島
根

島
根
県
松
江
市
千

平
成
二
十
年

21

事
者
研
修
）

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

千
鳥
町
二
十
六

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

鳥
町
二
十
六
番
地

二
月
二
十
五

規
則
第
二
十
五

ン
ス
協
会

番
地
一

ン
ス
協
会

一

日

条
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

清
研-

（
清
掃
作
業
従

社
団
法
人
高
知

高
知
県
高
知
市

社
団
法
人
高
知

高
知
県
高
知
市
北

平
成
二
十
年

22

事
者
研
修
）

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

北
本
町
二
丁
目

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

本
町
二
丁
目
七
番

七
月
八
日

規
則
第
二
十
五

ン
ス
協
会

七
番
十
二
号

ン
ス
協
会

十
二
号

条
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

第
四

規
則
第
二
十
六
条
第
二
号
イ
及
び
ロ
の
空
気
環
境
測
定
実
施
者
講
習
等
登
録
機
関



登
録
番
号

登
録
を
受
け
た

氏
名
又
は
名
称

住
所

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

登
録
年
月
日

講
習
等
の
種
類

測
講-
１

（
空
気
環
境
測

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田
区

平
成
十
六
年

定
実
施
者
講
習

管
理
教
育
セ
ン

区
大
手
町
一
丁

管
理
教
育
セ
ン

大
手
町
一
丁
目
六

十
月
一
日

）

タ
ー

目
六
番
一
号

タ
ー

番
一
号

規
則
第
二
十
六

条
第
二
号
イ
に

規
定
す
る
講
習

測
再-

１

（
空
気
環
境
測

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田
区

平
成
十
六
年

定
実
施
者
再
講

管
理
教
育
セ
ン

区
大
手
町
一
丁

管
理
教
育
セ
ン

大
手
町
一
丁
目
六

十
月
一
日

習
）

タ
ー

目
六
番
一
号

タ
ー

番
一
号

規
則
第
二
十
六

条
第
二
号
ロ
に

規
定
す
る
再
講

習

第
五

規
則
第
二
十
六
条
の
三
第
二
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
三
号
ロ
の
ダ
ク
ト
清
掃
作
業
監
督
者
講
習
等
登
録
機
関



登
録
番
号

登
録
を
受
け
た

氏
名
又
は
名
称

住
所

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

登
録
年
月
日

講
習
等
の
種
類

ダ
講-
１

（
ダ
ク
ト
清
掃

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田
区

平
成
十
六
年

作
業
監
督
者
講

管
理
教
育
セ
ン

区
大
手
町
一
丁

管
理
教
育
セ
ン

大
手
町
一
丁
目
六

十
月
一
日

習
）

タ
ー

目
六
番
一
号

タ
ー

番
一
号

規
則
第
二
十
六

条
の
三
第
二
号

イ
に
規
定
す
る

講
習

ダ
再-

１

（
ダ
ク
ト
清
掃

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田
区

平
成
十
九
年

作
業
監
督
者
再

管
理
教
育
セ
ン

区
大
手
町
一
丁

管
理
教
育
セ
ン

大
手
町
一
丁
目
六

十
二
月
十
三

講
習
）

タ
ー

目
六
番
一
号

タ
ー

番
一
号

日

規
則
第
二
十
六

条
の
三
第
二
号

ロ
に
規
定
す
る

再
講
習



ダ
研-

１

（
ダ
ク
ト
清
掃

社
団
法
人
全
国

東
京
都
荒
川
区

社
団
法
人
全
国

東
京
都
荒
川
区
西

平
成
十
六
年

作
業
従
事
者
研

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

西
日
暮
里
五
丁

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

日
暮
里
五
丁
目
十

十
月
一
日

修
）

ン
ス
協
会

目
十
二
番
五
号

ン
ス
協
会

二
番
五
号

規
則
第
二
十
六

条
の
三
第
三
号

ロ
に
規
定
す
る

研
修

ダ
研-

２

（
ダ
ク
ト
清
掃

一
般
社
団
法
人

東
京
都
大
田
区

一
般
社
団
法
人

東
京
都
大
田
区
雪

平
成
十
六
年

作
業
従
事
者
研

日
本
空
調
シ
ス

雪
谷
大
塚
町
十

日
本
空
調
シ
ス

谷
大
塚
町
十
三
番

十
月
一
日

修
）

テ
ム
ク
リ
ー
ニ

三
番
一
号

テ
ム
ク
リ
ー
ニ

一
号

規
則
第
二
十
六

ン
グ
協
会

ン
グ
協
会

条
の
三
第
三
号

ロ
に
規
定
す
る

研
修

第
六

規
則
第
二
十
八
条
第
四
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
五
号
ロ
の
貯
水
槽
清
掃
作
業
監
督
者
講
習
等
登
録
機
関

登
録
番
号

登
録
を
受
け
た

氏
名
又
は
名
称

住
所

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

登
録
年
月
日



講
習
等
の
種
類

貯
講-
１

（
貯
水
槽
清
掃

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田
区

平
成
十
六
年

作
業
監
督
者
講

管
理
教
育
セ
ン

区
大
手
町
一
丁

管
理
教
育
セ
ン

大
手
町
一
丁
目
六

十
月
一
日

習
）

タ
ー

目
六
番
一
号

タ
ー

番
一
号

規
則
第
二
十
八

条
第
四
号
イ
に

規
定
す
る
講
習

貯
再-

１

（
貯
水
槽
清
掃

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田
区

平
成
十
六
年

作
業
監
督
者
再

管
理
教
育
セ
ン

区
大
手
町
一
丁

管
理
教
育
セ
ン

大
手
町
一
丁
目
六

十
月
一
日

講
習
）

タ
ー

目
六
番
一
号

タ
ー

番
一
号

規
則
第
二
十
八

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
再
講

習

貯
研-

１

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
全
国

東
京
都
荒
川
区

社
団
法
人
全
国

東
京
都
荒
川
区
西

平
成
十
六
年

作
業
従
事
者
研

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

西
日
暮
里
五
丁

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

日
暮
里
五
丁
目
十

十
月
一
日



修
）

ン
ス
協
会

目
十
二
番
五
号

ン
ス
協
会

二
番
五
号

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

２

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
東
京

東
京
都
荒
川
区

社
団
法
人
東
京

東
京
都
荒
川
区
西

平
成
十
六
年

作
業
従
事
者
研

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

西
日
暮
里
五
丁

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

日
暮
里
五
丁
目
十

十
月
一
日

修
）

ン
ス
協
会

目
十
二
番
五
号

ン
ス
協
会

二
番
五
号

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

３

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
千
葉

千
葉
県
千
葉
市

社
団
法
人
千
葉

千
葉
県
千
葉
市
中

平
成
十
六
年

作
業
従
事
者
研

県
ビ
ル
メ
ン
テ

中
央
区
登
戸
一

県
ビ
ル
メ
ン
テ

央
区
登
戸
一
丁
目

十
月
一
日

修
）

ナ
ン
ス
協
会

丁
目
二
十
四
番

ナ
ン
ス
協
会

二
十
四
番
一

規
則
第
二
十
八

一

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修



貯
研-

４

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
大
阪

大
阪
府
大
阪
市

社
団
法
人
大
阪

大
阪
府
大
阪
市
北

平
成
十
六
年

作
業
従
事
者
研

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

北
区
中
津
一
丁

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

区
中
津
一
丁
目
二

十
月
一
日

修
）

ン
ス
協
会

目
二
番
十
九
号

ン
ス
協
会

番
十
九
号

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

５

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
山
口

山
口
県
山
口
市

社
団
法
人
山
口

山
口
県
山
口
市
小

平
成
十
六
年

作
業
従
事
者
研

県
ビ
ル
メ
ン
テ

小
郡
下
郷
一
三

県
ビ
ル
メ
ン
テ

郡
下
郷
一
三
二
九

十
月
一
日

修
）

ナ
ン
ス
協
会

二
九
番
地
の
十

ナ
ン
ス
協
会

番
地
の
十
四

規
則
第
二
十
八

四

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

６

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
関
西

大
阪
府
大
阪
市

社
団
法
人
関
西

大
阪
府
大
阪
市
北

平
成
十
六
年

作
業
従
事
者
研

環
境
開
発
セ
ン

北
区
中
津
一
丁

環
境
開
発
セ
ン

区
中
津
一
丁
目
二

十
月
一
日

修
）

タ
ー

目
二
番
十
九
号

タ
ー

番
十
九
号

規
則
第
二
十
八



条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-
７

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
全
国

東
京
都
港
区
虎

社
団
法
人
全
国

東
京
都
港
区
虎
ノ

平
成
十
六
年

作
業
従
事
者
研

建
築
物
飲
料
水

ノ
門
二
丁
目
九

建
築
物
飲
料
水

門
二
丁
目
九
番
地

十
月
一
日

修
）

管
理
協
会

番
地
十
四
号

管
理
協
会

十
四
号

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

８

（
貯
水
槽
清
掃

東
京
都
管
工
事

東
京
都
港
区
赤

東
京
都
管
工
事

東
京
都
港
区
赤
坂

平
成
十
六
年

作
業
従
事
者
研

工
業
協
同
組
合

坂
六
丁
目
十
五

工
業
協
同
組
合

六
丁
目
十
五
番
十

十
月
一
日

修
）

番
十
四
号

四
号

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

９

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
新
潟

新
潟
県
新
潟
市

社
団
法
人
新
潟

新
潟
県
新
潟
市
上

平
成
十
六
年

作
業
従
事
者
研

県
貯
水
槽
管
理

上
大
川
前
通
六

県
貯
水
槽
管
理

大
川
前
通
六
番
町

十
月
一
日



修
）

協
会

番
町
一
二
〇
一

協
会

一
二
〇
一
番
地
四

規
則
第
二
十
八

番
地
四

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

財
団
法
人
北
海

北
海
道
札
幌
市

財
団
法
人
北
海

北
海
道
札
幌
市
中

平
成
十
六
年

10

作
業
従
事
者
研

道
建
築
物
衛
生

中
央
区
北
三
条

道
建
築
物
衛
生

央
区
北
三
条
西
十

十
月
一
日

修
）

管
理
研
修
セ
ン

西
十
七
丁
目
二

管
理
研
修
セ
ン

七
丁
目
二
番
三
号

規
則
第
二
十
八

タ
ー

番
三
号

タ
ー

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

宮
崎
県
貯
水
槽

宮
崎
県
宮
崎
市

宮
崎
県
貯
水
槽

宮
崎
県
宮
崎
市
橘

平
成
十
六
年

11

作
業
従
事
者
研

清
掃
協
同
組
合

橘
通
西
五
丁
目

清
掃
協
同
組
合

通
西
五
丁
目
二
番

十
月
一
日

修
）

二
番
三
十
三
号

三
十
三
号

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修



貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
秋
田

秋
田
県
秋
田
市

社
団
法
人
秋
田

秋
田
県
秋
田
市
山

平
成
十
六
年

12

作
業
従
事
者
研

県
ビ
ル
メ
ン
テ

山
王
三
丁
目
一

県
ビ
ル
メ
ン
テ

王
三
丁
目
一
番
七

十
一
月
一
日

修
）

ナ
ン
ス
協
会

番
七
号

ナ
ン
ス
協
会

号

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
京
都

京
都
府
京
都
市

社
団
法
人
京
都

京
都
府
京
都
市
右

平
成
十
六
年

13

作
業
従
事
者
研

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

右
京
区
西
院
東

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

京
区
西
院
東
中
水

十
一
月
一
日

修
）

ン
ス
協
会

中
水
町
十
七
番

ン
ス
協
会

町
十
七
番
地

規
則
第
二
十
八

地

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
広
島

広
島
県
広
島
市

社
団
法
人
広
島

広
島
県
広
島
市
中

平
成
十
六
年

14

作
業
従
事
者
研

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

中
区
千
田
町
三

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

区
千
田
町
三
丁
目

十
一
月
一
日

修
）

ン
ス
協
会

丁
目
六
番
八
号

ン
ス
協
会

六
番
八
号

規
則
第
二
十
八



条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-
（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
福
岡

福
岡
県
福
岡
市

社
団
法
人
福
岡

福
岡
県
福
岡
市
博

平
成
十
六
年

15

作
業
従
事
者
研

県
ビ
ル
メ
ン
テ

博
多
区
博
多
駅

県
ビ
ル
メ
ン
テ

多
区
博
多
駅
前
一

十
一
月
一
日

修
）

ナ
ン
ス
協
会

前
一
丁
目
十
五

ナ
ン
ス
協
会

丁
目
十
五
番
十
二

規
則
第
二
十
八

番
十
二
号

号

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
佐
賀

佐
賀
県
佐
賀
市

社
団
法
人
佐
賀

佐
賀
県
佐
賀
市
大

平
成
十
六
年

16

作
業
従
事
者
研

県
ビ
ル
メ
ン
テ

大
財
三
丁
目
五

県
ビ
ル
メ
ン
テ

財
三
丁
目
五
番
十

十
一
月
一
日

修
）

ナ
ン
ス
協
会

番
十
六
号

ナ
ン
ス
協
会

六
号

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
大
分

大
分
県
大
分
市

社
団
法
人
大
分

大
分
県
大
分
市
府

平
成
十
六
年

17

作
業
従
事
者
研

県
ビ
ル
メ
ン
テ

府
内
町
二
丁
目

県
ビ
ル
メ
ン
テ

内
町
二
丁
目
二
番

十
一
月
一
日



修
）

ナ
ン
ス
協
会

二
番
一
号

ナ
ン
ス
協
会

一
号

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
鹿
児

鹿
児
島
県
鹿
児

社
団
法
人
鹿
児

鹿
児
島
県
鹿
児
島

平
成
十
六
年

18

作
業
従
事
者
研

島
県
ビ
ル
メ
ン

島
市
堀
江
町
十

島
県
ビ
ル
メ
ン

市
堀
江
町
十
九
番

十
一
月
一
日

修
）

テ
ナ
ン
ス
協
会

九
番
六
号

テ
ナ
ン
ス
協
会

六
号

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
沖
縄

沖
縄
県
那
覇
市

社
団
法
人
沖
縄

沖
縄
県
那
覇
市
曙

平
成
十
六
年

19

作
業
従
事
者
研

県
ビ
ル
メ
ン
テ

曙
二
丁
目
二
十

県
ビ
ル
メ
ン
テ

二
丁
目
二
十
七
番

十
一
月
一
日

修
）

ナ
ン
ス
協
会

七
番
十
四
号

ナ
ン
ス
協
会

十
四
号

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修



貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
岐
阜

岐
阜
県
岐
阜
市

社
団
法
人
岐
阜

岐
阜
県
岐
阜
市
六

平
成
十
七
年

20

作
業
従
事
者
研

県
ビ
ル
メ
ン
テ

六
条
南
二
丁
目

県
ビ
ル
メ
ン
テ

条
南
二
丁
目
十
一

二
月
一
日

修
）

ナ
ン
ス
協
会

十
一
番
一
号

ナ
ン
ス
協
会

番
一
号

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
熊
本

熊
本
県
熊
本
市

社
団
法
人
熊
本

熊
本
県
熊
本
市
津

平
成
十
七
年

21

作
業
従
事
者
研

県
ビ
ル
メ
ン
テ

津
浦
町
三
十
一

県
ビ
ル
メ
ン
テ

浦
町
三
十
一
番
一

二
月
一
日

修
）

ナ
ン
ス
協
会

番
一
号

ナ
ン
ス
協
会

号

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
宮
崎

宮
崎
県
宮
崎
市

社
団
法
人
宮
崎

宮
崎
県
宮
崎
市
大

平
成
十
七
年

22

作
業
従
事
者
研

県
ビ
ル
メ
ン
テ

大
淀
三
丁
目
五

県
ビ
ル
メ
ン
テ

淀
三
丁
目
五
番
十

二
月
一
日

修
）

ナ
ン
ス
協
会

番
十
八
号

ナ
ン
ス
協
会

八
号

規
則
第
二
十
八



条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-
（
貯
水
槽
清
掃

千
葉
県
水
道
管

千
葉
県
千
葉
市

千
葉
県
水
道
管

千
葉
県
千
葉
市
中

平
成
十
七
年

23

作
業
従
事
者
研

工
事
協
同
組
合

中
央
区
中
央
港

工
事
協
同
組
合

央
区
中
央
港
二
丁

二
月
一
日

修
）

二
丁
目
五
番
地

目
五
番
地

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

今
治
市
管
工
事

愛
媛
県
今
治
市

今
治
市
管
工
事

愛
媛
県
今
治
市
中

平
成
十
七
年

24

作
業
従
事
者
研

業
協
同
組
合

中
寺
字
宮
ノ
下

業
協
同
組
合

寺
字
宮
ノ
下
八
八

二
月
一
日

修
）

八
八
八
番
地
の

八
番
地
の
一

規
則
第
二
十
八

一

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

長
崎
県
管
工
事

長
崎
県
長
崎
市

長
崎
県
管
工
事

長
崎
県
長
崎
市
古

平
成
十
七
年

25

作
業
従
事
者
研

業
協
同
組
合
連

古
町
五
十
四
番

業
協
同
組
合
連

町
五
十
四
番
地

二
月
一
日



修
）

合
会

地

合
会

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

熊
本
市
管
工
事

熊
本
県
熊
本
市

熊
本
市
管
工
事

熊
本
県
熊
本
市
水

平
成
十
七
年

26

作
業
従
事
者
研

協
同
組
合

水
前
寺
六
丁
目

協
同
組
合

前
寺
六
丁
目
二
番

二
月
一
日

修
）

二
番
十
四
号

十
四
号

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

岡
山
県
貯
水
槽

岡
山
県
岡
山
市

岡
山
県
貯
水
槽

岡
山
県
岡
山
市
平

平
成
十
七
年

27

作
業
従
事
者
研

管
理
事
業
協
同

平
井
一
〇
九
七

管
理
事
業
協
同

井
一
〇
九
七
番
地

二
月
一
日

修
）

組
合

番
地

組
合

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修



貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
神
奈

神
奈
川
県
横
浜

社
団
法
人
神
奈

神
奈
川
県
横
浜
市

平
成
十
七
年

28

作
業
従
事
者
研

川
県
ビ
ル
メ
ン

市
中
区
尾
上
町

川
県
ビ
ル
メ
ン

中
区
尾
上
町
五
丁

五
月
二
十
五

修
）

テ
ナ
ン
ス
協
会

五
丁
目
八
十
番

テ
ナ
ン
ス
協
会

目
八
十
番
地

日

規
則
第
二
十
八

地

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
石
川

石
川
県
金
沢
市

社
団
法
人
石
川

石
川
県
金
沢
市
富

平
成
十
七
年

29

作
業
従
事
者
研

県
ビ
ル
メ
ン
テ

富
樫
二
丁
目
三

県
ビ
ル
メ
ン
テ

樫
二
丁
目
三
番
十

五
月
二
十
五

修
）

ナ
ン
ス
協
会

番
十
一
号

ナ
ン
ス
協
会

一
号

日

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
滋
賀

滋
賀
県
大
津
市

社
団
法
人
滋
賀

滋
賀
県
大
津
市
松

平
成
十
七
年

30

作
業
従
事
者
研

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

松
原
町
十
一
番

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

原
町
十
一
番
二
十

五
月
二
十
五

修
）

ン
ス
協
会

二
十
八
号

ン
ス
協
会

八
号

日

規
則
第
二
十
八



条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-
（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
長
崎

長
崎
県
長
崎
市

社
団
法
人
長
崎

長
崎
県
長
崎
市
金

平
成
十
七
年

31

作
業
従
事
者
研

県
貯
水
槽
管
理

金
屋
町
八
番
八

県
貯
水
槽
管
理

屋
町
八
番
八
号

五
月
二
十
五

修
）

協
会

号

協
会

日

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

大
阪
府
飲
料
水

大
阪
府
大
阪
市

大
阪
府
飲
料
水

大
阪
府
大
阪
市
都

平
成
十
七
年

32

作
業
従
事
者
研

槽
清
掃
管
理
協

都
島
区
都
島
本

槽
清
掃
管
理
協

島
区
都
島
本
通
三

八
月
十
一
日

修
）

同
組
合

通
三
丁
目
八
番

同
組
合

丁
目
八
番
十
二
号

規
則
第
二
十
八

十
二
号

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
長
崎

長
崎
県
長
崎
市

社
団
法
人
長
崎

長
崎
県
長
崎
市
桜

平
成
十
七
年

33

作
業
従
事
者
研

県
ビ
ル
メ
ン
テ

桜
馬
場
一
丁
目

県
ビ
ル
メ
ン
テ

馬
場
一
丁
目
二
番

八
月
十
一
日



修
）

ナ
ン
ス
協
会

二
番
二
十
二
号

ナ
ン
ス
協
会

二
十
二
号

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

茨
城
県
管
工
事

茨
城
県
水
戸
市

茨
城
県
管
工
事

茨
城
県
水
戸
市
大

平
成
十
七
年

34

作
業
従
事
者
研

業
協
同
組
合
連

大
場
町
九
九
七

業
協
同
組
合
連

場
町
九
九
七
番
地

八
月
十
一
日

修
）

合
会

番
地
の
一

合
会

の
一

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
鳥
取

鳥
取
県
米
子
市

社
団
法
人
鳥
取

鳥
取
県
米
子
市
西

平
成
十
八
年

35

作
業
従
事
者
研

県
ビ
ル
メ
ン
テ

西
福
原
四
丁
目

県
ビ
ル
メ
ン
テ

福
原
四
丁
目
十
番

二
月
十
五
日

修
）

ナ
ン
ス
協
会

十
番
六
号

ナ
ン
ス
協
会

六
号

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修



貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
徳
島

徳
島
県
徳
島
市

社
団
法
人
徳
島

徳
島
県
徳
島
市
昭

平
成
十
八
年

36

作
業
従
事
者
研

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

昭
和
町
二
丁
目

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

和
町
二
丁
目
五
十

二
月
十
五
日

修
）

ン
ス
協
会

五
十
六
番
地

ン
ス
協
会

六
番
地

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

酒
井
富
義

大
阪
府
吹
田
市

社
団
法
人
全
国

大
阪
府
大
阪
市
淀

平
成
十
九
年

37

作
業
従
事
者
研

穂
波
町
十
番
十

建
築
物
飲
料
水

川
区
西
三
国
一
丁

三
月
十
四
日

修
）

五
ー
一
一
〇
一

管
理
協
会
大
阪

目
二
十
一
番
九
号

規
則
第
二
十
八

号

支
部

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

新
居
浜
市
管
工

愛
媛
県
新
居
浜

新
居
浜
市
管
工

愛
媛
県
新
居
浜
市

平
成
十
九
年

38

作
業
従
事
者
研

事
業
協
同
組
合

市
八
雲
町
三
番

事
業
協
同
組
合

八
雲
町
三
番
二
十

五
月
十
四
日

修
）

二
十
九
号

九
号

規
則
第
二
十
八



条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-
（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
新
潟

新
潟
県
新
潟
市

社
団
法
人
新
潟

新
潟
県
新
潟
市
中

平
成
十
九
年

39

作
業
従
事
者
研

県
ビ
ル
メ
ン
テ

中
央
区
上
大
川

県
ビ
ル
メ
ン
テ

央
区
上
大
川
前
通

八
月
六
日

修
）

ナ
ン
ス
協
会

前
通
六
番
町
一

ナ
ン
ス
協
会

六
番
町
一
二
〇
一

規
則
第
二
十
八

二
〇
一
番
地
四

番
地
四

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

貯
研-

（
貯
水
槽
清
掃

社
団
法
人
島
根

島
根
県
松
江
市

社
団
法
人
島
根

島
根
県
松
江
市
千

平
成
二
十
一

40

作
業
従
事
者
研

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

千
鳥
町
二
十
六

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

鳥
町
二
十
六
番
地

年
一
月
十
三

修
）

ン
ス
協
会

番
地
一

ン
ス
協
会

一

日

規
則
第
二
十
八

条
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

第
七

規
則
第
二
十
八
条
の
三
第
四
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
五
号
ロ
の
排
水
管
清
掃
作
業
監
督
者
講
習
等
登
録
機
関

登
録
番
号

登
録
を
受
け
た

氏
名
又
は
名
称

住
所

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

登
録
年
月
日



講
習
等
の
種
類

排
講-
１

（
排
水
管
清
掃

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田
区

平
成
十
六
年

作
業
監
督
者
講

管
理
教
育
セ
ン

区
大
手
町
一
丁

管
理
教
育
セ
ン

大
手
町
一
丁
目
六

十
月
一
日

習
）

タ
ー

目
六
番
一
号

タ
ー

番
一
号

規
則
第
二
十
八

条
の
三
第
四
号

イ
に
規
定
す
る

講
習

排
再-

１

（
排
水
管
清
掃

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田
区

平
成
十
九
年

作
業
監
督
者
再

管
理
教
育
セ
ン

区
大
手
町
一
丁

管
理
教
育
セ
ン

大
手
町
一
丁
目
六

十
二
月
十
三

講
習
）

タ
ー

目
六
番
一
号

タ
ー

番
一
号

日

規
則
第
二
十
八

条
の
三
第
四
号

ロ
に
規
定
す
る

再
講
習

排
研-

１

（
排
水
管
清
掃

社
団
法
人
全
国

東
京
都
荒
川
区

社
団
法
人
全
国

東
京
都
荒
川
区
西

平
成
十
六
年



作
業
従
事
者
研

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

西
日
暮
里
五
丁

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

日
暮
里
五
丁
目
十

十
月
一
日

修
）

ン
ス
協
会

目
十
二
番
五
号

ン
ス
協
会

二
番
五
号

規
則
第
二
十
八

条
の
三
第
五
号

ロ
に
規
定
す
る

研
修

排
研-

２

（
排
水
管
清
掃

有
限
責
任
中
間

東
京
都
中
央
区

有
限
責
任
中
間

東
京
都
中
央
区
八

平
成
十
六
年

作
業
従
事
者
研

法
人
全
国
管
洗

八
重
洲
二
丁
目

法
人
全
国
管
洗

重
洲
二
丁
目
十
番

十
月
一
日

修
）

浄
協
会

十
番
十
号

浄
協
会

十
号

規
則
第
二
十
八

条
の
三
第
五
号

ロ
に
規
定
す
る

研
修

第
八

規
則
第
二
十
九
条
第
三
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
四
号
ロ
の
防
除
作
業
監
督
者
講
習
等
登
録
機
関

登
録
番
号

登
録
を
受
け
た

氏
名
又
は
名
称

住
所

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

登
録
年
月
日

講
習
等
の
種
類



防
講-

１

（
防
除
作
業
監

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田
区

平
成
十
六
年

督
者
講
習
）

管
理
教
育
セ
ン

区
大
手
町
一
丁

管
理
教
育
セ
ン

大
手
町
一
丁
目
六

十
月
一
日

規
則
第
二
十
九

タ
ー

目
六
番
一
号

タ
ー

番
一
号

条
第
三
号
イ
に

規
定
す
る
講
習

防
再-

１

（
防
除
作
業
監

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田
区

平
成
十
六
年

督
者
再
講
習
）

管
理
教
育
セ
ン

区
大
手
町
一
丁

管
理
教
育
セ
ン

大
手
町
一
丁
目
六

十
月
一
日

規
則
第
二
十
九

タ
ー

目
六
番
一
号

タ
ー

番
一
号

条
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
再
講

習

防
研-

１

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
全
国

東
京
都
荒
川
区

社
団
法
人
全
国

東
京
都
荒
川
区
西

平
成
十
六
年

事
者
研
修
）

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

西
日
暮
里
五
丁

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

日
暮
里
五
丁
目
十

十
月
一
日

規
則
第
二
十
九

ン
ス
協
会

目
十
二
番
五
号

ン
ス
協
会

二
番
五
号

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修



防
研-

２

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
千
葉

千
葉
県
千
葉
市

社
団
法
人
千
葉

千
葉
県
千
葉
市
中

平
成
十
六
年

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

中
央
区
登
戸
一

県
ビ
ル
メ
ン
テ

央
区
登
戸
一
丁
目

十
月
一
日

規
則
第
二
十
九

ナ
ン
ス
協
会

丁
目
二
十
四
番

ナ
ン
ス
協
会

二
十
四
番
一

条
第
四
号
ロ
に

一

規
定
す
る
研
修

防
研-

３

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
大
阪

大
阪
府
大
阪
市

社
団
法
人
大
阪

大
阪
府
大
阪
市
北

平
成
十
六
年

事
者
研
修
）

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

北
区
中
津
一
丁

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

区
中
津
一
丁
目
二

十
月
一
日

規
則
第
二
十
九

ン
ス
協
会

目
二
番
十
九
号

ン
ス
協
会

番
十
九
号

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

防
研-

４

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
山
口

山
口
県
山
口
市

社
団
法
人
山
口

山
口
県
山
口
市
小

平
成
十
六
年

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

小
郡
下
郷
一
三

県
ビ
ル
メ
ン
テ

郡
下
郷
一
三
二
九

十
月
一
日

規
則
第
二
十
九

ナ
ン
ス
協
会

二
九
番
地
の
十

ナ
ン
ス
協
会

番
地
の
十
四

条
第
四
号
ロ
に

四

規
定
す
る
研
修

防
研-

５

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
関
西

大
阪
府
大
阪
市

社
団
法
人
関
西

大
阪
府
大
阪
市
北

平
成
十
六
年



事
者
研
修
）

環
境
開
発
セ
ン

北
区
中
津
一
丁

環
境
開
発
セ
ン

区
中
津
一
丁
目
二

十
月
一
日

規
則
第
二
十
九

タ
ー

目
二
番
十
九
号

タ
ー

番
十
九
号

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

防
研-

６

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
日
本

東
京
都
千
代
田

社
団
法
人
日
本

東
京
都
千
代
田
区

平
成
十
六
年

事
者
研
修
）

ペ
ス
ト
コ
ン
ト

区
神
田
鍛
冶
町

ペ
ス
ト
コ
ン
ト

神
田
鍛
冶
町
三
丁

十
月
一
日

規
則
第
二
十
九

ロ
ー
ル
協
会

三
丁
目
三
番
四

ロ
ー
ル
協
会

目
三
番
四
号

条
第
四
号
ロ
に

号

規
定
す
る
研
修

防
研-

７

（
防
除
作
業
従

財
団
法
人
北
海

北
海
道
札
幌
市

財
団
法
人
北
海

北
海
道
札
幌
市
中

平
成
十
六
年

事
者
研
修
）

道
建
築
物
衛
生

中
央
区
北
三
条

道
建
築
物
衛
生

央
区
北
三
条
西
十

十
月
一
日

規
則
第
二
十
九

管
理
研
修
セ
ン

西
十
七
丁
目
二

管
理
研
修
セ
ン

七
丁
目
二
番
三
号

条
第
四
号
ロ
に

タ
ー

番
三
号

タ
ー

規
定
す
る
研
修

防
研-

８

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
秋
田

秋
田
県
秋
田
市

社
団
法
人
秋
田

秋
田
県
秋
田
市
山

平
成
十
六
年

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

山
王
三
丁
目
一

県
ビ
ル
メ
ン
テ

王
三
丁
目
一
番
七

十
一
月
一
日



規
則
第
二
十
九

ナ
ン
ス
協
会

番
七
号

ナ
ン
ス
協
会

号

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

防
研-

９

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
京
都

京
都
府
京
都
市

社
団
法
人
京
都

京
都
府
京
都
市
右

平
成
十
六
年

事
者
研
修
）

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

右
京
区
西
院
東

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

京
区
西
院
東
中
水

十
一
月
一
日

規
則
第
二
十
九

ン
ス
協
会

中
水
町
十
七
番

ン
ス
協
会

町
十
七
番
地

条
第
四
号
ロ
に

地

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
広
島

広
島
県
広
島
市

社
団
法
人
広
島

広
島
県
広
島
市
中

平
成
十
六
年

10

事
者
研
修
）

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

中
区
千
田
町
三

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

区
千
田
町
三
丁
目

十
一
月
一
日

規
則
第
二
十
九

ン
ス
協
会

丁
目
六
番
八
号

ン
ス
協
会

六
番
八
号

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
福
岡

福
岡
県
福
岡
市

社
団
法
人
福
岡

福
岡
県
福
岡
市
博

平
成
十
六
年

11

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

博
多
区
博
多
駅

県
ビ
ル
メ
ン
テ

多
区
博
多
駅
前
一

十
一
月
一
日

規
則
第
二
十
九

ナ
ン
ス
協
会

前
一
丁
目
十
五

ナ
ン
ス
協
会

丁
目
十
五
番
十
二



条
第
四
号
ロ
に

番
十
二
号

号

規
定
す
る
研
修

防
研-
（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
佐
賀

佐
賀
県
佐
賀
市

社
団
法
人
佐
賀

佐
賀
県
佐
賀
市
大

平
成
十
六
年

12

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

大
財
三
丁
目
五

県
ビ
ル
メ
ン
テ

財
三
丁
目
五
番
十

十
一
月
一
日

規
則
第
二
十
九

ナ
ン
ス
協
会

番
十
六
号

ナ
ン
ス
協
会

六
号

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
大
分

大
分
県
大
分
市

社
団
法
人
大
分

大
分
県
大
分
市
府

平
成
十
六
年

13

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

府
内
町
二
丁
目

県
ビ
ル
メ
ン
テ

内
町
二
丁
目
二
番

十
一
月
一
日

規
則
第
二
十
九

ナ
ン
ス
協
会

二
番
一
号

ナ
ン
ス
協
会

一
号

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
宮
崎

宮
崎
県
宮
崎
市

社
団
法
人
宮
崎

宮
崎
県
宮
崎
市
大

平
成
十
六
年

14

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

大
淀
三
丁
目
五

県
ビ
ル
メ
ン
テ

淀
三
丁
目
五
番
十

十
一
月
一
日

規
則
第
二
十
九

ナ
ン
ス
協
会

番
十
八
号

ナ
ン
ス
協
会

八
号

条
第
四
号
ロ
に



規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
鹿
児

鹿
児
島
県
鹿
児

社
団
法
人
鹿
児

鹿
児
島
県
鹿
児
島

平
成
十
六
年

15

事
者
研
修
）

島
県
ビ
ル
メ
ン

島
市
堀
江
町
十

島
県
ビ
ル
メ
ン

市
堀
江
町
十
九
番

十
一
月
一
日

規
則
第
二
十
九

テ
ナ
ン
ス
協
会

九
番
六
号

テ
ナ
ン
ス
協
会

六
号

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
沖
縄

沖
縄
県
那
覇
市

社
団
法
人
沖
縄

沖
縄
県
那
覇
市
曙

平
成
十
六
年

16

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

曙
二
丁
目
二
十

県
ビ
ル
メ
ン
テ

二
丁
目
二
十
七
番

十
一
月
一
日

規
則
第
二
十
九

ナ
ン
ス
協
会

七
番
十
四
号

ナ
ン
ス
協
会

十
四
号

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
神
奈

神
奈
川
県
横
浜

社
団
法
人
神
奈

神
奈
川
県
横
浜
市

平
成
十
七
年

17

事
者
研
修
）

川
県
ペ
ス
ト
コ

市
中
区
太
田
町

川
県
ペ
ス
ト
コ

中
区
太
田
町
六
丁

二
月
一
日

規
則
第
二
十
九

ン
ト
ロ
ー
ル
協

六
丁
目
八
十
四

ン
ト
ロ
ー
ル
協

目
八
十
四
番
地
二

条
第
四
号
ロ
に

会

番
地
二

会

規
定
す
る
研
修



防
研-

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
愛
知

愛
知
県
名
古
屋

社
団
法
人
愛
知

愛
知
県
名
古
屋
市

平
成
十
七
年

18

事
者
研
修
）

県
ペ
ス
ト
コ
ン

市
中
村
区
亀
島

県
ペ
ス
ト
コ
ン

中
村
区
亀
島
二
丁

二
月
一
日

規
則
第
二
十
九

ト
ロ
ー
ル
協
会

二
丁
目
一
番
一

ト
ロ
ー
ル
協
会

目
一
番
一
号

条
第
四
号
ロ
に

号

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
兵
庫

兵
庫
県
神
戸
市

社
団
法
人
兵
庫

兵
庫
県
神
戸
市
中

平
成
十
七
年

19

事
者
研
修
）

県
ペ
ス
ト
コ
ン

中
央
区
相
生
町

県
ペ
ス
ト
コ
ン

央
区
相
生
町
五
丁

二
月
一
日

規
則
第
二
十
九

ト
ロ
ー
ル
協
会

五
丁
目
十
二
番

ト
ロ
ー
ル
協
会

目
十
二
番
十
八
号

条
第
四
号
ロ
に

十
八
号

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

吉
田
雅
光

福
岡
県
福
岡
市

福
岡
県
ペ
ス
ト

福
岡
県
福
岡
市
東

平
成
十
七
年

20

事
者
研
修
）

東
区
和
白
丘
二

コ
ン
ト
ロ
ー
ル

区
高
美
台
二
丁
目

二
月
一
日

規
則
第
二
十
九

丁
目
二
十
六
番

協
会

十
五
番
五
号

条
第
四
号
ロ
に

十
四
号

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

長
友
孝
志

宮
崎
県
宮
崎
市

宮
崎
県
ペ
ス
ト

宮
崎
県
宮
崎
市
大

平
成
十
七
年

21



事
者
研
修
）

大
和
町
九
十
番

コ
ン
ト
ロ
ー
ル

和
町
九
十
番
地
一

二
月
二
十
三

規
則
第
二
十
九

地
一

協
会

日

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
石
川

石
川
県
金
沢
市

社
団
法
人
石
川

石
川
県
金
沢
市
富

平
成
十
七
年

22

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

富
樫
二
丁
目
三

県
ビ
ル
メ
ン
テ

樫
二
丁
目
三
番
十

五
月
二
十
五

規
則
第
二
十
九

ナ
ン
ス
協
会

番
十
一
号

ナ
ン
ス
協
会

一
号

日

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
大
阪

大
阪
府
大
阪
市

社
団
法
人
大
阪

大
阪
府
大
阪
市
中

平
成
十
七
年

23

事
者
研
修
）

府
ペ
ス
ト
コ
ン

中
央
区
和
泉
町

府
ペ
ス
ト
コ
ン

央
区
和
泉
町
一
丁

五
月
二
十
五

規
則
第
二
十
九

ト
ロ
ー
ル
協
会

一
丁
目
二
番
六

ト
ロ
ー
ル
協
会

目
二
番
六
号

日

条
第
四
号
ロ
に

号

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

新
井
哲
男

福
島
県
郡
山
市

福
島
県
ペ
ス
ト

福
島
県
福
島
市
五

平
成
十
七
年

24

事
者
研
修
）

緑
町
七
番
十
四

コ
ン
ト
ロ
ー
ル

月
町
三
番
二
十
号

八
月
十
一
日



規
則
第
二
十
九

号

協
会

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

防
研-
（
防
除
作
業
従

中
村
猛
志

山
梨
県
中
巨
摩

山
梨
県
ペ
ス
ト

山
梨
県
甲
府
市
徳

平
成
十
七
年

25

事
者
研
修
）

郡
昭
和
町
西
条

コ
ン
ト
ロ
ー
ル

行
三
丁
目
九
番
二

八
月
十
一
日

規
則
第
二
十
九

新
田
六
八
一
番

協
会

十
八
号

条
第
四
号
ロ
に

地
三

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
滋
賀

滋
賀
県
大
津
市

社
団
法
人
滋
賀

滋
賀
県
大
津
市
松

平
成
十
七
年

26

事
者
研
修
）

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

松
原
町
十
一
番

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

原
町
十
一
番
二
十

八
月
十
一
日

規
則
第
二
十
九

ン
ス
協
会

二
十
八
号

ン
ス
協
会

八
号

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
東
京

東
京
都
千
代
田

社
団
法
人
東
京

東
京
都
千
代
田
区

平
成
十
七
年

27

事
者
研
修
）

都
ペ
ス
ト
コ
ン

区
鍛
冶
町
二
丁

都
ペ
ス
ト
コ
ン

鍛
冶
町
二
丁
目
九

八
月
十
一
日

規
則
第
二
十
九

ト
ロ
ー
ル
協
会

目
九
番
八
号

ト
ロ
ー
ル
協
会

番
八
号



条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

防
研-
（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
長
崎

長
崎
県
長
崎
市

社
団
法
人
長
崎

長
崎
県
長
崎
市
清

平
成
十
七
年

28

事
者
研
修
）

県
害
虫
防
除
管

清
水
町
五
番
七

県
害
虫
防
除
管

水
町
五
番
七
十
一

八
月
十
一
日

規
則
第
二
十
九

理
業
協
会

十
一
号

理
業
協
会

号

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
長
崎

長
崎
県
長
崎
市

社
団
法
人
長
崎

長
崎
県
長
崎
市
桜

平
成
十
七
年

29

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

桜
馬
場
一
丁
目

県
ビ
ル
メ
ン
テ

馬
場
一
丁
目
二
番

八
月
十
一
日

規
則
第
二
十
九

ナ
ン
ス
協
会

二
番
二
十
二
号

ナ
ン
ス
協
会

二
十
二
号

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
東
京

東
京
都
荒
川
区

社
団
法
人
東
京

東
京
都
荒
川
区
西

平
成
十
七
年

30

事
者
研
修
）

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

西
日
暮
里
五
丁

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

日
暮
里
五
丁
目
十

八
月
二
十
四

規
則
第
二
十
九

ン
ス
協
会

目
十
二
番
五
号

ン
ス
協
会

二
番
五
号

日

条
第
四
号
ロ
に



規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

加
藤
裕
司

富
山
県
富
山
市

富
山
県
ペ
ス
ト

富
山
県
富
山
市
南

平
成
十
七
年

31

事
者
研
修
）

婦
中
町
速
星
四

コ
ン
ト
ロ
ー
ル

央
町
三
丁
目
三
十

八
月
二
十
四

規
則
第
二
十
九

一
八
番
地
三

協
会

七
番

日

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

山
本
健
弼

京
都
府
京
都
市

京
都
府
ペ
ス
ト

京
都
府
京
都
市
左

平
成
十
七
年

32

事
者
研
修
）

伏
見
区
深
草
大

コ
ン
ト
ロ
ー
ル

京
区
鹿
ヶ
谷
上
宮

十
一
月
十
五

規
則
第
二
十
九

亀
谷
大
山
町
十

協
会

ノ
前
町
二
十
番
地

日

条
第
四
号
ロ
に

一
番
地
の
七

二

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

宮
本
幸
一

石
川
県
金
沢
市

石
川
県
ペ
ス
ト

石
川
県
金
沢
市
高

平
成
十
七
年

33

事
者
研
修
）

小
坂
町
西
二
十

コ
ン
ト
ロ
ー
ル

柳
町
十
二
の
二
十

十
一
月
十
五

規
則
第
二
十
九

二
番
地

協
会

四
番
地
三

日

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修



防
研-

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
徳
島

徳
島
県
徳
島
市

社
団
法
人
徳
島

徳
島
県
徳
島
市
昭

平
成
十
八
年

34

事
者
研
修
）

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

昭
和
町
二
丁
目

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ

和
町
二
丁
目
五
十

二
月
十
五
日

規
則
第
二
十
九

ン
ス
協
会

五
十
六
番
地

ン
ス
協
会

六
番
地

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

梅
沢
謙
二

茨
城
県
水
戸
市

茨
城
県
ペ
ス
ト

茨
城
県
水
戸
市
元

平
成
十
八
年

35

事
者
研
修
）

元
吉
田
町
一
七

コ
ン
ト
ロ
ー
ル

吉
田
町
一
七
三
六

八
月
十
四
日

規
則
第
二
十
九

三
六
番
地
の
八

協
会

番
地
の
八

条
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
研
修

防
研-

（
防
除
作
業
従

社
団
法
人
新
潟

新
潟
県
新
潟
市

社
団
法
人
新
潟

新
潟
県
新
潟
市
中

平
成
十
九
年

36

事
者
研
修
）

県
ビ
ル
メ
ン
テ

中
央
区
上
大
川

県
ビ
ル
メ
ン
テ

央
区
上
大
川
前
通

八
月
六
日

規
則
第
二
十
九

ナ
ン
ス
協
会

前
通
六
番
町
一

ナ
ン
ス
協
会

六
番
町
一
二
〇
一

条
第
四
号
ロ
に

二
〇
一
番
地
四

番
地
四

規
定
す
る
研
修

第
九

規
則
第
三
十
条
第
二
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
五
号
イ
及
び
ロ
の
統
括
管
理
者
講
習
等
登
録
機
関



登
録
番
号

登
録
を
受
け
た

氏
名
又
は
名
称

住
所

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

登
録
年
月
日

講
習
等
の
種
類

統
講-
１

（
統
括
管
理
者

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田
区

平
成
十
六
年

講
習
）

管
理
教
育
セ
ン

区
大
手
町
一
丁

管
理
教
育
セ
ン

大
手
町
一
丁
目
六

十
月
一
日

規
則
第
三
十
条

タ
ー

目
六
番
一
号

タ
ー

番
一
号

第
二
号
イ
に
規

定
す
る
講
習

統
再-

１

（
統
括
管
理
者

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田
区

平
成
十
六
年

再
講
習
）

管
理
教
育
セ
ン

区
大
手
町
一
丁

管
理
教
育
セ
ン

大
手
町
一
丁
目
六

十
月
一
日

規
則
第
三
十
条

タ
ー

目
六
番
一
号

タ
ー

番
一
号

第
二
号
ロ
に
規

定
す
る
再
講
習

給
講-

１

（
空
調
給
排
水

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田
区

平
成
十
六
年

管
理
監
督
者
講

管
理
教
育
セ
ン

区
大
手
町
一
丁

管
理
教
育
セ
ン

大
手
町
一
丁
目
六

十
月
一
日

習
）

タ
ー

目
六
番
一
号

タ
ー

番
一
号

規
則
第
三
十
条



第
五
号
イ
に
規

定
す
る
講
習

給
再-
１

（
空
調
給
排
水

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田

財
団
法
人
ビ
ル

東
京
都
千
代
田
区

平
成
十
九
年

管
理
監
督
者
再

管
理
教
育
セ
ン

区
大
手
町
一
丁

管
理
教
育
セ
ン

大
手
町
一
丁
目
六

十
二
月
十
三

講
習
）

タ
ー

目
六
番
一
号

タ
ー

番
一
号

日

規
則
第
三
十
条

第
五
号
ロ
に
規

定
す
る
再
講
習


